
勝山市地域いきいきボランティアポイント事業 

１．概要 

 高齢者の社会参加の促進や生きがいづくりを推進するために、高齢者に関するボランティア活動

をポイント制にし、ポイントを商品券等に引換える。 

 

２．目的 

 地域のボランティア活動を奨励・支援し高齢者自身の社会参加活動を通じ介護予防を推進する。

また、ボランティア活動を支援、活性化することで高齢者がいきいきと住みやすい勝山市をめざす。 

 

３．内容 

１ 制度根拠 介護保険法第 115 条の 44 第 1 項、地域支援事業実施要項 

勝山市介護保険条例 

２ 対象者 40 歳以上の市民 

※介護保険料の未納または滞納の場合は、対象とならない 

３ ボランティ

ア活動内容 

高齢者に関する以下のボランティア活動 

① ふれあいサロンの補助 

② 介護予防教室（健康長寿一番体操教室等）の補助 

③ ゴミだしボランティア 

④ 施設ボランティア 

⑤ その他（市が必要と認めたボランティア活動） 

４ 活動実績の

把握 

ボランティア手帳にボランティア活動の日時を記録し、その記録に

基づき、スタンプを押す。 

※１時間程度の活動にスタンプ１つ押印し、1 ポイントとする。ただ

し、1 日最大スタンプ 2 個、2 ポイントまでとする。 

※押印者は、勝山市社会福祉協議会、地域包括支援センター、介護

施設等 

５ ポイント換

金 

ボランティア手帳のポイントに応じて図書券、商品券を交付する。

交付額は年間最大で 5,000 円分までとし、ポイントは毎年 3 月末ま

での実績をもって商品券等と引換を行う。（ポイントは、年度を越え

ての繰り越しはしない） 

ポイント 交付額 

5～9 ポイント 500 円分図書券 

10～19 ポイント 1,000 円分商品券 

20～29 ポイント 2,000 円分商品券 

30～39 ポイント 3,000 円分商品券 

40～49 ポイント 4,000 円分商品券 

50 ポイント以上 5,000 円分商品券 
 

４．管理機関 ポイントの管理、付与、換金等の手続きおよび、ボランティア 

活動のコーディネートや支援等を勝山市社会福祉協議会に委託する。 


